
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 少額物品のお中元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：間もなく、お中元の季節ですが、いわ

ゆる、少額物品の贈答は交際費にならないの

ですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：カレンダーや手帳、扇子、うちわ，手

ぬぐいその他これらに類する物品の贈与につ

いては、広告宣伝費とすることができますが、

少額物品が交際費にならないということはあ

りません。 

【解説】  

交際費とは、法人がその得意先、仕入先そ

の他事業に関係のある者等に対する接待、供

応、慰安、贈答その他これらに類する行為のた

めに支出するものですから、中元や歳暮の贈

答費用は、当然ながら、原則、交際費に該当し

ます。 

ただし、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、

手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与す

るための費用は、得意先等に対する贈答品で

あっても、①広告宣伝的な要素を含んでいる

こと、②習慣として行われるものであること、

③金額が少額であることなどから、これらに

要する費用は、交際費に含めなくてよく、広告

宣伝費として取り扱うことができることにな

っています。 

なお、購入単価が3,000円以下の物品をリベ

ートとして交付する場合の費用は、交際費に

該当しないという取扱いがありますが、これ

はあくまでも、売上割戻等と同様の基準で行

われる少額物品の交付の取扱いですから、お

中元やお歳暮には適用することはできません。 
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